
　

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
本
人

の
所
得
が
一
定
以
下
の
学
生
に
対

し
て
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

を
猶
予
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
制

度
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で

す
。
前
年
に
承
認
を
受
け
た
方
も

年
度
ご
と
の
申
請
が
必
要
で
す
。

■
対
象
と
な
る
学
生

　

所
得
が
一
定
以
下
で
、
大
学
、

大
学
院
、
短
大
、
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種

学
校
（
修
業
年
限
が
１
年
以
上
の

課
程
）
に
在
学
す
る
、
20
歳
以
上

の
方
（
夜
間
、
定
時
制
課
程
、
通

信
課
程
も
含
み
ま
す
）

■
申
請
方
法

　

年
金
手
帳
、
印
鑑
、
学
生
証
ま

た
は
在
学
証
明
書
を
持
っ
て
、
住

民
票
の
あ
る
市
区
町
村
の
担
当
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
19
・
20
年
度
に
当
制
度
の

承
認
を
受
け
た
一
部
の
方
に
は
、

３
月
下
旬
に
社
会
保
険
庁
が
ハ
ガ

キ
形
式
の
申
請
書
を
送
付
し
て
い

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し

て
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

■
注
意
点

　

承
認
期
間
中
は
、
年
金
を
受
け

取
る
際
に
必
要
な
受
給
資
格
期
間

に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の

ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
経
過
期
間
に
よ
っ

て
一
定
の
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

■
問
合
せ

○
新
居
浜
社
会
保
険
事
務
所
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○
市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

年
金
係
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○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

長
期
に
わ
た
っ
て
使
用
す
る
製

品
の
事
故
防
止
と
安
全
使
用
を
図

る
た
め
、
経
済
産
業
省
で
は
次
の

制
度
を
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら

開
始
し
ま
す
。

■
長
期
使
用
製
品
安
全
点
検
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
対
象
製
品
（
特

定
保
守
製
品
）
の
所
有
者
へ
点
検

時
期
を
知
ら
せ
、
点
検
を
促
し
て

事
故
防
止
を
図
る
制
度
で
す
。

　

特
定
保
守
製
品
の
所
有
者
は
、

メ
ー
カ
ー
な
ど
に
登
録
し
、
点
検

時
期
が
来
た
ら
点
検
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。（
点
検
は
有
料
で
す
）

　

特
定
保
守
製
品
は
平
成
21
年
４

月
１
日
以
降
に
製
造
・
輸
入
さ
れ

た
製
品
が
対
象
と
な
り
ま
す
が
、

現
在
お
使
い
の
製
品
も
点
検
可
能

で
す
の
で
、
詳
し
く
は
メ
ー
カ
ー

な
ど
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

○
特
定
保
守
製
品

　

屋
内
式
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
、
屋

内
式
ガ
ス
ふ
ろ
が
ま
、
石
油
給
湯

機
、
石
油
ふ
ろ
が
ま
、
Ｆ
Ｆ
式
石

油
温
風
暖
房
機
、
ビ
ル
ト
イ
ン
式

電
気
食
器
洗
機
、
浴
室
用
電
気
乾

燥
機

■
長
期
使
用
製
品
安
全
表
示
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
設
計
上
の
標
準

使
用
期
間
と
経
年
劣
化
に
つ
い
て

の
注
意
喚
起
な
ど
を
対
象
製
品
に

表
示
す
る
よ
う
、
メ
ー
カ
ー
な
ど

に
義
務
付
け
た
も
の
で
す
。

○
表
示
制
度
対
象
製
品

　

扇
風
機
、
換
気
扇
、
洗
濯
機
、

エ
ア
コ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
テ
レ
ビ

■
問
合
せ　

四
国
経
済
産
業
局
消

費
経
済
課　

製
品
安
全
室
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国
民
年
金
の
「
学
生
納
付
特
例

制
度
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　交付の対象となる方は、住所・氏名・年齢が分かるもの（健
康保険証、運転免許証、障害者手帳など）と印鑑を持って、お
近くの交付場所で手続きをしてください。

タクシー利用助成券について
■交付対象者
　①…在宅高齢者（満75歳以上で、所得税が非課税世帯の方）
　②…在宅重度心身障害者（身体障害者手帳肢体不自由上肢１
　　級、下肢１・２級、体幹１・２級、視覚障害１・２級、聴
　　覚言語障害１級、内部障害１級、療育手帳Ａ、精神障害者
　　保健福祉手帳１級のいずれかを所持している方）
■交付枚数
　①…１人年間12枚（同一世帯の２人目からは年間６枚）
　②…１人年間24枚

公衆浴場無料開放利用券について
■交付対象者　在宅高齢者（満65歳以上）
　　　　　　　心身障害者手帳所持者
■交付枚数　１人年間36枚
■利用ができる公衆浴場
　湯之谷温泉（洲之内）、吉原湯（神拝甲）、福長湯（大町）、
宝湯（壬生川）、明神湯（高田）、道前渓温泉（丹原町来見）
■無料開放日　水曜日

注意事項
〇年度途中での交付は月割りとなります。
〇昨年度に交付した利用券は、４月から使用できません。

交付場所・問合せ
■高齢者対象の交付場所
〇市庁舎別館高齢介護課　長寿・いきがい対策係
　℡0897－52－1292
〇各総合支所市民福祉課　福祉係（東予）、市民福祉係（丹原・小松）
〇居住地の公民館（公衆浴場無料開放利用券のみ）
■障害者対象の交付場所
〇市庁舎別館社会福祉課　障害者福祉係　℡0897－52－1214
〇各総合支所市民福祉課　福祉係（東予）、市民福祉係（丹原・小松）

タクシー利用助成券と
公衆浴場無料開放利用券を交付します

４月１日㈬から受付開始

４
月
か
ら
長
期
使
用
製
品
安
全

点
検
・
表
示
制
度
が
ス
タ
ー
ト
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